
第 76号 議 案

令和2年度長崎県県営林特別会計補正予算 (第 2号 )

令和 2年度長崎県県営林特別会計補正予算 (第 2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

1第 1条 歳―入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2■ぅ鶴5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ526.433千 円とする。

2 歳入歳1出予算の補正の款頂の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は|、 「第 1表

歳入歳出予算補正」による。

(繰越日月許費の補正)

1第 2.条 繰越日月許費の変更は|、 「第 2表繰越―
明許費補正1による。.

令 和 3年 2月 24日 提 出

長 崎 県 知 事  申  村 法 道
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第 1表 歳入歳出予算補正

蔵 入

歳  出

款 頂 補正前の額 補 正 額 計

l国庫支出金

千田

41,020

十円

211,885

千円

253,605

2国庫補助金 0 211,885 211,885

歳 入 合    計 314,548 211,885 526,433

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1農林水産業費

千【

314,548

千
「

211,885

千円

526ぅ 433

1林 業 費 146,894 211,885 358,779

歳    出   合 計 314,548 211,885 526,433
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第2表 繰越日月許費補正

款 項
補   正   前 補   正   後

事  業  名 金    額 事  業  名 金    額

1農林水産業1費
千円

128.,042
千円

239‐,927

1林  業  費 28,042 239,927

造  林  費 28,042 補正前に同 じ。 2391テ 927

合 計 28,042 計 239‐ ,927
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